
子育て・教育 このほかの記事は9面こうとうインフォメーションに掲載

くらし・しごと・産業 このほかの記事は9面こうとうインフォメーションに掲載

日3月16日㈪13：30～15：30
場豊洲文化センター
対区内在住・在学・在勤のおおむね15歳から40歳未満の方やその家族など
申当日直接会場へ
※見学やお試し参加は予約不要。正式な利用は申請書への記入が必要

問こうとうゆーすてっぷ
☎080-9434-6949（火～金曜13：00～17：00　※祝日除く）

koto-youstep@outlook.jp
青少年課青少年係☎03-3647-9813  FAX03-3647-8474

　勉強や雑談、読書など、自分のペースでゆったり自由に過ごせる場所。カードゲームやゲーム機もあります。
終了後に個別相談もでき、自立・就学・復学・社会参加をサポートします。

こうとうゆーすてっぷ（青少年相談）
豊洲居場所（当事者のための居場所）

　国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。次に該当する場合は、区民課年金係（区役所隣防災センター2階20番）、
豊洲特別出張所・各出張所または江東年金事務所（亀戸5-16-9）に加入の届け出が必要です（区民課年金係・江東年金事務所は郵送も可）。
① 勤務先を退職したとき（厚生年金等の資格を喪失したとき）
② 厚生年金等に加入している配偶者の扶養から外れたとき
③ 外国から転入したとき
④ 外国へ転出したとき（任意加入）
※区民課年金係または江東年金事務所のみで受付
⑤ その他年金に加入していない20歳以上60歳未満の方が国民年金に加入するとき

　届け出には、年金手帳や本人確認書類が必要です。また、①②の届け出は、退職日または扶養削除日を確認できる書類も必要です。その他の必要書類や郵送で
の手続きは区HPをご覧いただくか、お問い合わせください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンからマイナポータルにログインすることで、①②の届け出を電子申請できます。詳細は日本年金機構の
HPをご覧ください
※厚生年金等に加入するときや、厚生年金等に加入する配偶者の扶養に入るときは勤務先等へ届け出が必要です
※届け出を忘れると、将来年金を受給できない場合がありますのでご注意ください

［厚生年金や配偶者の扶養の届け出に関すること］
江東年金事務所☎03-3683-1231 FAX03-3681-6549

［国民年金の加入に関すること］
区民課年金係☎03-3647-1131 FAX03-3647-9415

問
▲日本年金機構HP

　カナルこうとうは、主に区内中小企業の福利厚生の向上を支援しています。人手不足といわれる今、職場環境改善の一環として入会をご検討ください。
入会はいつでもできます。詳細はカナルこうとうHPをご覧ください。

[給付]
　会員の結婚・銀婚・金婚・還暦などの祝金、こどもの出生、小・中学校入学の祝金、入
院・障害・住宅災害への見舞金、会員本人・配偶者・子または親の死亡時の弔慰金を支給
しています。
[サービス]
　宿泊旅行の補助、映画チケットの補助、レジャー施設やホテル食事券、観劇・コン
サート・スポーツなどのチケットの割引など、さまざまなサービスを用意しています。
[健康維持管理を支援]
　会員の人間ドック・脳ドックの受診に対して年度1回5,000円を補助していま
す。また、日帰り温泉施設の割引利用など、健康維持のための支援と補助を行ってい
ます。

[江東区文化コミュニティ財団主催・共催のチケット割引]
　カナルこうとうはティアラ友の会の法人会員になっていますので、割引価格
でチケットなどの購入ができます。
[ベネフィット・ステーションのサービス利用]
　カナルこうとうの会員は、㈱ベネフィット・ワンが提供する福利厚生サービス

「ベネフィット・ステーション」のサービスも会員価格で利用できます。幅広い
サービスメニューがありますのでご利用ください。
[利用ガイド・会報誌の発行]
　カナルこうとう利用ガイド（隔年3月）やカナルこうとう独自の会報誌（年4
回）を発行しています。また「ベネフィット・ステーション」会報誌全国版を会員
サイトに掲示しています。

カナルこうとう 会員募集　会社の魅力向上をサポート

対①区内の中小企業に勤務する方および事業主の方（パートタイマー、契約社
員、家族従業員を含む）　※江東区シルバー人材センターに登録されている方も
個人事業主として入会できます
②区内の事業所に勤務している方（在職証明が必要）
③区内在住で、区外の事業所に勤務している方と事業主の方（在職証明が必要）

[会費]
入会金1人200円（入会時のみ）、月会費1人500円（③は700円）
※事業主が負担する会費・入会金は、税法上の損金または必要経費の対象となり
ます

事 業 内 容

問カナルこうとう事務局（月～金曜）☎03-3699-5101 FAX03-3699-0781

国民年金の届け出を忘れずに 会社を退職、配偶者の扶養から外れたときなど
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中学生・高校生世代も大歓迎！　Wi-Fi完備しています！　
卓球、ダーツ、マンガ、学習スペースなどがあります。Teen’s Base Caféも実施中  問各児童館へ

こどものサードプレイス（居場所）
じどうかん


